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非常勤隊員の人事・給与等の細部取扱いについて（通達） 

 

標記について、平成23年４月１日から下記のとおり実施されたい。 

なお、陸幕発１第539号（37.12.１）「非常勤隊員の人事・給与等の細部取扱いに関する

通達」（例規21）は、平成23年３月31日限り廃止する。 
 

記 
 

１ 非常勤隊員の定義 

この通達で非常勤隊員とは、陸上自衛隊における臨時の事務補助職、技術補助職、技

能職及び労務職に任用されるものをいう（予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補

及び自衛隊法（昭和29年法律第165号）第41条の２第１項に規定する短時間勤務の官

職に任用される非常勤の隊員（国家公務員法等の一部を改正する法律（令和３年法律第

61号）附則第10条第１項の規定により短時間勤務の官職に任用されている者を含

む。）を除く。）。 
 

２ 人事記録 

非常勤隊員が最初の任用日から起算して１か月以内に18日以上勤務し、かつ、その後

も引き続き任用されることとなる場合は常勤の事務官等に準じて人事記録を作成し、離

職後３年間保管する。 
 

３ 統計報告 

陸上総隊司令官、各方面総監、防衛大臣直轄部隊等の長は、それぞれの隷下部隊等に

おける非常勤隊員の毎月の任用状況を非常勤隊員任用状況月報（別紙第１）により翌月



10日までに陸上幕僚長に報告する（補定第204号）。 

なお、該当がない場合はこの報告を省略して差し支えない。 
 

４ 採用の方法 

非常勤隊員の採用の方法は、隊員の任免等の人事管理の一般的基準に関する訓令（昭

和37年防衛庁訓令第66号。以下「一般基準訓令」という。）第12条の２の規定によ

り、次の各号に定めるところに留意して行うものとする。 

(１) 一般基準訓令第12条の２第１項の「適宜の方法」とは、作文試験、実地試験、健 

康状態の確認を行うことをいう。 

(２) 一般基準訓令第12条の２第３項の規定により募集を行う場合には、十分な期間を 

設けて周知するよう努めるとともに、できる限り多様な方法によるよう努めるもの 

とする。 

(３) 一般基準訓令第12条の２第３項各号に該当した場合には、期間業務隊員（一般基 

準訓令第12条の２第２項に規定する期間業務隊員をいう。）の採用を公募によらな 

いとされているが、公募によらない採用は、同一の者について連続２回を限度とす 

るよう努めるものとする。 

(４) 国家公務員の雇用と年金の接続について（平成２５年３月２６日閣議決定）に基 

づき、定年（年齢６０年に限る。）に達したことにより退職した自衛官を非常勤の 

隊員として採用することを目的とする場合には、一般基準訓令第１２条の２第３項 

第１号に規定する公募により難い場合に該当するものとする。 

(５) 一般基準訓令第12条の２第３項第２ 号の規定にある勤務実績の評価は、採用し 

た年度の１月１日を基準に勤務状況記録表（別紙第２）により行い、その結果を速 

やかに任命権者へ送付するものとする。 

(６) 前号に規定する記録表の記録者は、陸上自衛隊人事評価実施の細部に関する達 

（陸上自衛隊達第21－30号（28.10.1））別表第２項第１号に規定する標準的な官 

職「係員」の隊員の評価者とする。 
 

５ 常勤の事務官等への任用 

非常勤隊員を常勤の事務官等に任用する場合は、新規採用として取り扱う。 
 

６ 賃金の決定 

(１) 非常勤隊員が従事する職務と同等の官職に任用されている常勤の事務官等との均 

衡を考慮して予算の範囲内において常勤の事務官等の初任給決定の例により算出し 

た俸給月額と地域手当月額の合計額を基準とし、任命権者が決定する（賃金を日給 

により支給する場合は、算出した合計額を21で除した額を基準とするものとす 

る。）。 

(２) 非常勤隊員として勤務し、再採用された者の基本となる賃金については、前年度 

１年間の勤務成績等を考慮の上、常勤隊員と同様に昇給したものとして、予算の範 

囲内で決定することを可能とする。 

(３) 防衛省職員の給与等に関する法律（昭和27年法律第266号）等の改正に係る法律 

が施行された場合には、常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じて改定することを

基本とする。 
 



７ 通勤手当相当額の支給 

(１) 支給対象及び支給額等 

常勤の職員に準じて予算の範囲内で通勤手当相当額を支給する。ただし、任用予定 

期間が１か月未満の者には支給しない。 

(２) 所得税の取扱い 

通勤手当相当分には、所得税を課税しない。 
 

８ 期末手当相当額の支給 

非常勤隊員に対し、勤務時間及び勤務実績等を考慮し、常勤の職員と同様の支給基準

により、期末手当及び勤勉手当相当額を予算の範囲内において支給するものとする。な

お、勤勉手当相当額の支給に係る勤務実績の把握方法については、別に定める。 
 

９ 退職手当の支給 

常勤隊員に定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて６

月を超えた者が、その者の任期終了又は自己都合等で退職した場合、退職手当を支給す

る。 
 

10 賃金の支払い 

(１) 勤務状況の通知 

防衛省人事・給与情報システム（以下「防人給システム」という。）により勤務状 

況通知書を作成し次の各号に掲げる者の区分に応じてそれぞれ定める日に資金前渡官 

吏に送付する。ただし、期末手当相当額に対する勤務状況通知書については任命権者 

が第８項に該当すると認めた者のみ作成する。 

ア 任用予定期間が１か月未満の者… 退職の日 

イ 任用予定期間が１か月以上の者… 資金前渡官吏と協議して定めた日 

ウ 期末手当及び勤勉手当相当額の支給を受ける者… 資金前渡官吏と協議して定め 

た日。ただし、通知書を送付した後、記載事項に変更があった場合にはその都度 

(２) 支払日 

ア 任用予定期間が１か月未満の者… 原則として、防衛省の職員の給与等に関する 

法律施行令（昭和27年政令第368号）第８条第１項に規定する日（以下「俸給支 

給日」という。） 

イ 任用予定期間が１か月以上の者… 原則として俸給支給日 

ウ 期末手当及び勤勉手当相当額の支給を受ける者… 期末手当及び勤勉手当相当額 

の支給日 

(３) 支払要領 

ア 資金前渡官吏は、第１号の送付を受けたときは、防人給システムにおいて職員 

別給与簿、基準給与簿及び給与支給明細書を作成する。 

イ 官署支出官又は資金前渡官吏は、基準給与簿に基づいて、賃金を非常勤隊員に 

支払わなければならない。この場合において、資金前渡官吏は、給与支給明細書 

を非常勤隊員に交付しなければならない。 
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